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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 知事公室付 ）                                                                （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

予 算 額 

 

備  考 

 

 

１ 重要政策調整事業 

 

  

 

 

 知事によるトップマネジメントの補佐機能を充実するとともに、県政の重要課題

に迅速かつ積極的に対応するため、必要な調査、調整、又は事業を実施する。 

 

 

16,000  
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 秘 書 課 ）                                                               （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

 

１ 秘書課の管理運営 

 

 

 

 

 

知事、副知事の円滑な活動支援、秘書業務や日程調整等、各種サポートを行う。 

 

 

 

 

 

22,200 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 広 報 課 ）                                                               （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

 

１ 広報事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県民に向けた県政情報の提供とともに、県の魅力や特色を県内外に発信するため、 

次の広報事業を実施する。 

（１）テレビ、ラジオによる広報 

県政広報テレビ・ラジオ番組による県内広報。 

（２）広報紙、新聞による広報 

県広報紙「県からのたより」や県内発行の主要な新聞紙面による県内広報。 

（３）電子媒体による広報 

県ホームページ、県広報紙の電子化、動画配信など、電子媒体による広報。 

（４）やさしいくまもとづくり広報事業 

知事記者会見時の手話通訳をはじめ、県政広報テレビ番組への字幕挿入、県広報

紙の点字版及び録音版の作成により、視覚・聴覚障がい者の県政への参加と理解を

促進。 

（５）ＳＮＳを活用した戦略的広報 

ＳＮＳを活用した広告及びショート動画により、県の施策や魅力を発信。 

（６）世界に開かれた熊本広報事業 

外国人向けに、熊本の魅力や取組みを各種メディア、ＳＮＳ、イベント等を通じ

て広く発信し、国際交流人口の拡大と地域・経済の活性化を促進。 

 

 

169,116 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 広 報 課 ）                                                               （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

 

２ 報道・広聴事業等 

 

 

 

 

 

マスコミを通じた県政発信のための報道対応や、県政への意見を広く聴き、県の施

策に反映させるための広聴、相談事業等を実施する。 

（１）報道対応 

マスコミに対して、各部局との連携のもと、記者会見や情報提供等を通じて、積 

極的なパブリシティを展開。 

（２）広聴事業 

県政に寄せられる様々な提言や意見を県の施策に生かすため、次の広聴事業を実 

施。 

・県への提案 

県民等から広く意見や提案を募り、施策推進に活用。 

・お出かけ知事室   

知事が県内市町村に出向き、県民と直接対話を行い、各地域における現状や 

課題を把握し、県政に反映。 

（３）相談事業等 

県庁総合案内、県民行政相談室等の運営管理等。 

 

 

 

 

19,460 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 危機管理課 ）                                                               （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

 

１ 危機管理体制の充

実・強化 

 

 

 

 

 

 危機管理体制の充実・強化のため、次の事業を実施する。 

（１）危機管理対策費 

  危機管理対応及び国民保護訓練等を実施する。 

（２）防災・震度情報システム管理費 

  各種防災情報システムの維持管理を行う。 

（３）無線管理費 

  防災行政無線設備の維持管理を行う。 

   

 

 

 

305,280 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 防災推進課 ）                                                               （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

 

１ 防災体制の充実・強

 化 

 

 

 

 

防災体制の充実・強化のため、次の事業を実施する。  

（１）防災対策費及び総合防災訓練実施事業費 

  防災会議の開催や総合防災訓練を実施する。 

（２）自助力強化推進事業 

  マイタイムラインの普及促進等による県民の防災意識の啓発を行う。 

（３）地域防災力強化事業 

  地域防災リーダーの育成や自主防災組織の活動支援等を行う。 

（４）市町村防災体制・災害対応力強化支援事業 

  市町村職員の研修や地区防災計画の策定支援等を行う。 

（５）防災センター展示・学習室運営事業 

  本県の自然災害の経験や教訓を伝える防災センター展示・学習室を運営する。 

（６）熊本地震追悼・復興祈念事業 

  熊本地震10年犠牲者合同追悼式及び自治体災害対策全国会議等を行う。 

（７）熊本災害デジタルアーカイブ事業 

  熊本地震、令和２年７月豪雨及び令和７年８月豪雨に係る資料の収集、公開を行う。 

（８）九州広域防災拠点強化整備事業 

  南海トラフ地震を想定した訓練の実施など、広域応援の体制確保を図る。 

（９）防災ＤＸ推進事業 

  防災情報共有システムの改修やデジタル技術を活用した情報収集等を行う。 

 

125,198 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 消防保安課 ）                                                               （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

 

１ 防災消防ヘリによ

る防災体制の充実・強

化 

 

 

 

２ 消防力強化の推進 

 

 

 

 

３ 救急安心センター

の運営 

 

 

４ 消防学校の機能強

化 

 

防災消防航空隊の確実な活動及び防災消防ヘリコプター「ひばり」の安全運航のた 

め、必要な体制の確保及び機体の維持整備を行う。 

 また、大規模災害時の対応強化を図るため、消防庁ヘリコプター配備に係る格納庫 

等の整備を行う。 

    新 消防庁ヘリコプター配備関係事業 

 

 消防を取り巻く環境の変化に対応し、将来にわたり必要なサービス水準を確保する 

ため、市町村の消防体制強化を推進する。 

 また、消防指令共同運用の検討に係る消防本部の取組みを支援するため、交付金の 

交付を行う。 

 

 急な病気やケガをしたときに、医療機関受診の必要性や応急手当の方法等を助言す 

る電話相談窓口（♯７１１９）を運用し、県民の安全・安心や適切な医療の提供につな 

げる。 

  

 消防職員、消防団員の教育訓練環境の充実及び大規模災害等への対応強化を図るた 

め、消防学校の本館及び寄宿舎の整備等を行う。 

 

427,804 

 

 

 

 

 

6,837 

 

 

 

 

24,774 

 

 

 

2,942,208 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 国 際 課 ）                                                               （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

 

１ 国際交流の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 多文化共生社会の

推進 

 

経済、文化等の様々な分野で海外との交流を促進するため、次の事業を実施する。 

（１）新 台湾交流促進事業 

更なる台湾との交流促進に向け、台湾に県職員を派遣し、企業誘致、県内企業 

台湾進出、インバウンド・航空路線誘致、県産品の販路拡大等を強力に推進する。 

（２）新 令和８年度友好連携周年記念事業 

令和９年１月に友好交流協定締結１０周年を迎える台湾・高雄市との友好交流に

関する事業を実施する。 

（３）海外戦略トップセールス事業 

インバウンド促進、海外路線誘致、県産品の販路拡大等に向けて、知事のトップ

セールスによる戦略的海外展開を行う。 

 

日本人住民と外国人住民がともに安心して生活できる多文化共生社会を実現する

ため、次の事業を実施する。 

（１）新 日本語教育体制構築事業 

市町村や関係機関と連携して日本語教育人材の育成等を行い、地域における外国

人住民の日本語教育環境の整備を進める。 

（２）市町村多文化共生伴走型支援事業 

市町村の多文化共生の取組みを後押しするため、県がモデル市町村にコーディネ

ーターを派遣し、課題解決に向けて伴走型支援を実施する。 

 

  26,204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ くまモン課 ）                                                                （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

予 算 額 

 

備  考 

 

 

１ くまモンの使用許

可及び管理運営 

 

 

 

 

 

２ くまモンランド化

構想の推進及びくま

モンを活用したプロ

モーション 

 

 

 

 

 

 

 

くまモンのイラストや出動の適切な管理運営を実施する。 

（１）くまモン使用許可等管理事業 

くまモンのイラストを利用した商品等の利用許諾事務を円滑に行う。 

（２）くまモン隊管理運営事業 

県内をはじめ、全国、海外で行われる熊本関連イベントや、各部局におけるく

 まモンを活用した県事業等にくまモン隊を出動させ、熊本の魅力を発信する。 

 

熊本県全体をくまモンの魅力あふれる場所にすることで、世界中からヒト・モノ

・企業を熊本に呼び込む「くまモンランド」化構想を推進し、くまモンをフックに

熊本の認知度向上やイメージアップに取り組む。 

（１）くまモンランド化推進事業 

くまモンを活用した県内事業者等の取組みを集約・発信するとともに、事業者

等の交流の場を設けることで、新たなビジネスの創出や更なるイラスト利用を促

進する。 

（２）くまモン活用熊本ＰＲ事業 

くまモンの人気を生かし、誕生祭など県内外でのイベント開催やＳＮＳ等によ

る情報発信を効果的に行うことで、熊本の魅力を発信する。 

 

 

205,170 

 

 

 

 

 

 

130,274 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ くまモン課 ）                                                                （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

予 算 額 

 

備  考 

 

 

 

 

（３）くまモン海外プロモーション推進事業 

くまモンの世界的な認知度向上及びブランド価値向上を図るため、海外への出

動や海外向け動画コンテンツの配信など、海外プロモーションを展開する。 

（４）くまモン世界展開推進事業 

くまモンワールドツアーの開催など、海外における「くまモンによる熊本ファ

ン」を増やす取組みを推進する。 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

  （ 人 事 課 ）                                                            （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

 

１ 令和７年８月豪雨災

害からの復旧・復興及

び「くまもと新時代」

の実現に向けた組織体

制の整備、人材の確保 

 

 

 

 

 

（１）組織体制の整備 

令和７年８月豪雨災害からの復旧・復興を最優先に対応するとともに、令和６年

１２月に策定した「くまもと新時代共創基本方針」に基づき、「くまもと新時代」

の実現に向けた取組みを推進するため、必要な組織体制を整備する。 

 

（２）人材の確保 

定員管理の基本方針（令和６年策定）に基づき、半導体関連産業の集積に関する 

取組強化や子ども関連施策の推進などの新たな行政需要に対応するため、令和１０ 

年度までの４年間において令和２年度策定の定員管理方針の職員目標数（４，２２ 

９人）を維持することとし、多様な手法により、人員の確保・採用を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

4,218 4,236 4,226 4,179 4,173 4,193 4,206

▲ 11 +18 ▲ 10 ▲ 47 ▲ 6 +20 +13

6 24 20 12 6 0 10別途、他都道府県からの派遣職員

知事部局 （任期付職員を含む）

対前年度比
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 人 事 課 ）                                                               （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

 

２ 勤務環境の整備と

健康管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）勤務環境の整備 

職員の担当業務やライフスタイルに対応し、最も効果的・効率的な働き方を選 

択できるよう、特例勤務、時差出勤、在宅勤務の活用など、多様な働き方を実現で

きる職場づくりを進める。 

併せて、男性職員の育休取得を促進する「ハッピーシェアウィークス・プラス」 

の取組みや「育休サポート職員」の任用など、職員一人ひとりが理想のワーク・ラ 

イフ・バランスを実現できる勤務環境を整備する。 

 

（２）健康管理 

職員の心身の健康を維持するため、勤務環境の整備と併せて、全庁的な業務改善 

の取組みや所属内の業務量の平準化、勤務間インターバルの確保等により、長時間 

勤務の縮減を図る。 

また、相談体制の整備や研修の実施により、カスタマーハラスメントを含め、あ 

らゆるハラスメントの防止等に取り組む。 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 財 政 課 ）                                                               （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

 

１ 令和８年度当初 

 予算の概要 

 

 

 

 

Ⅰ 予算編成の基本的な考え方 

令和８年度は、優先して取り組むべきものとして、令和７年８月豪雨をはじめと

する災害からの復旧・復興及び「くまもと新時代共創基本方針」に基づく「人材の

育成・確保」「次世代の育成」「共生社会の実現」の取組み等を中心に編成した。 

 

Ⅱ 当初予算の特色 

 １ 災害からの復旧・復興                ５４０億２３百万円 

   熊本地震、令和２年７月豪雨からの創造的復興や令和７年８月豪雨からの復旧

・復興 

 ２ くまもと新時代共創総合戦略の推進に必要な新たな取組み ４０億１３百万円 

   人材の育成・確保、次世代の育成、共生社会の実現 

 

  令和８年度当初予算は、前年度比９０５億３９百万円の増の９，３５３億３６百

万円を計上した。 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 財 政 課 ）                                                               （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

 

 

 

 

 

（参考１）一般会計当初予算規模の推移 

 

 

（参考２）財政調整用４基金残高の推移（当初予算編成後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［億円］ 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 県政情報文書課 ）                                                           （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

 

１ 行政文書の適正な

管理 

 

 

 

２ 情報公開・個人情 

報保護の推進 

 

 

３ 公立大学法人熊本 

県立大学への支援 

 

 

 

 

 

熊本県行政文書等の管理に関する条例に基づき、県民共有の知的資源として、行政文書の

適正な管理、歴史公文書の適切な保存及び利用等を図る。 

また、令和３年度に再構築した「文書管理システム」を活用し、庁内の電子決裁や行政文

書の適正かつ効率的な管理を推進する。 

 

熊本県情報公開条例及び個人情報保護法に基づき、開示請求等に係る各所属への適

切な助言を行うほか、情報プラザの運営等を通じて県政情報の積極的な提供を行う。 

 

 

公立大学法人熊本県立大学が業務を確実に実施できるよう、業務の財源の一部として運営

費交付金を交付する。通常の業務運営に必要な経費に加え、以下の経費を交付する。 

 (1)低所得世帯や多子世帯の学生に対する授業料等の減免に要する経費       357,551 

(2)グローバル人材育成に要する経費                                14,988 

  (3)大規模修繕に要する経費                                            225,909 

(4) 新 半導体学部（仮称）設置準備に要する経費（設備費、教職員人     165,534 

件費、広報費等） 

 

28,106 

 

 

 

 

10,909 

 

 

 

1,868,165 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 総務厚生課 ）                                                               （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

 

１ 庶務事務の集中処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 職員の健康支援 

 

 

 

 

 

 

 

庶務事務の効率化を図るために、諸手当認定、旅費、報酬、共済組合、福利厚生関

係の事務について集中処理を行うとともに、集中処理のための庶務事務システム及び

賃金・報酬システムの運用を行う。 

 ○集中処理の対象事務 

   扶養手当・通勤手当等の認定、年末調整、旅費額の確認、旅費の支出命令、 

   出張自家用車登録、報酬の支払、社会保険・雇用保険手続等 

 ○集中処理の対象機関 

   知事部局、企業局、病院局、各種委員（会）及び同事務局（学校及び公安 

委員会を除く）、議会事務局 

 

  職員の心身の健康状態の把握、病気の予防や早期発見のため、各種健康診断やスト

レスチェックをはじめ、健診結果に基づく事後指導や健康相談・健康教育等を実施す

る。 

  また、長時間勤務による健康障害防止やメンタルヘルス対策のため、産業医による

所属長への助言指導及び職員への面接による保健指導を行うとともに、産業保健スタ

ッフ等によるメンタルヘルス相談や各種職員研修を実施する。 

 

 

178,001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  109,649 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 財産経営課 ）                                                               （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

 

１ 県庁舎等の保全及 

び維持管理 

 

 

 

 

 

２ 県有財産の適正管 

理及び有効活用 

  

 

 県庁舎、地域振興局庁舎等の清掃、設備機器の保守点検等の委託業務、光熱水費及

び修繕に係る経費を計上。 

 空調の弾力的運用等により県庁舎等の適正な執務環境の維持や来庁者等の安全確

保を図るとともに、引き続きエネルギー使用量の削減に努める。 

 

 

 

宇城総合庁舎と宇城保健所の集約化、熊本総合庁舎跡地等県有財産の有効な利活用

及び庁舎等建築物の長寿命化対策の推進に要する経費を計上。 

 いずれも「経営戦略的視点に立った県有財産の総合的な管理に関する基本方針」に

基づき、県有財産の「量」・「質」・「使い方」を見直していく、いわゆるファシリ

ティマネジメントの取組み。 

 

3,952,199 

 

 

 

 

 

 

43,763 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 私学振興課 ）                                                                （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

 

１ 私立学校の運営 

支援 

  

 

 

 

 

 

 

２ 私立学校の生徒・保

護者の経済的負担軽

減 

 

 

 

３ グローバル社会で

活躍できる人材の育

成 

 

（１）私立高等学校等経常費助成費補助 

私立学校の教育条件や経営健全性の維持向上等のため、経常的経費を助成する。 

（２）新 いじめ防止対策等支援事業 

私立学校におけるいじめや不登校等様々な課題に対応するため、スクールソーシ

ャルワーカー活用への助成や法律、福祉の専門家と連携した相談活動を行う。 

（３）新 専修学校等の即戦力人材育成支援事業 

  県内における人材確保のため、専修学校等が行う人材育成や魅力発信の取組みを

支援する。 

 

（１）私立高等学校等就学支援金事業 

私立高校生等の経済的負担軽減のため、授業料に係る給付金を支給する。 

（２）奨学のための給付金事業 

授業料以外の教育費負担軽減のため、生活保護受給世帯、県民税・市町村民税所

得割非課税世帯及び中所得世帯に対し給付金を支給する。 

 

（１）国際教育支援事業 

熊本発のグローバル人材を育てるため、海外進学・留学に総合的に対応できる支

援体制を整備する。 

 

6,882,257 

 

    7,077 

 

 

4,000 

  

 

 

9,981,285 

 

   614,311 

 

   

 

  16,433
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 私学振興課 ）                                                                 （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

 

４ 宗教法人法に基づ

く事務の適正な遂行 

 

（１）宗教法人指導事務費 

宗教法人法に基づく認証事務等の適切な遂行及び不活動宗教法人対策の取組みを 

進める。 

 

     6,912 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 市町村課 ）                                                                 （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

 

１ 市町村の行財政基

盤の強化 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 選挙の執行 

  

 

 

（１）広域本部・地域振興局政策調整事業 

  広域本部及び地域振興局において、各地域が抱える課題の解決に向けた取組みを

実施する。 

 

（２）権限移譲事務市町村交付金 

  県から事務権限移譲を受けて行政サービスの向上等を目指す市町村に対し、当該

事務処理に要する経費を交付金として支給する。 

 

（３）市町村行政サービス維持向上支援事業 

  将来にわたり安定的な行政サービス提供体制の維持・強化に取り組む市町村を支

援するため、交付金の支給、広域連携の推進、共同採用試験導入に向けた取組みを

実施する。 

 

（４）市町村との人事交流の促進 

  県と市町村双方の人材育成と連携強化を図るため、人事交流を推進する。 

 

（１）県議会議員選挙費 

  令和９年４月２９日に任期満了を迎える県議会議員選挙の事務を円滑に執行す

る。 

 

55,000 

 

 

 

128,147 

 

 

 

8,185 

 

 

 

 

10,994 

 

 

250,317 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 税 務 課 ）                                                               （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

 

１ 県税収入の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ふるさとくまもと

応援寄附金（ふるさと

納税）の取組み展開 

 

 

令和８年度の県税収入については、軽油引取税の暫定税率廃止や自動車税環境性能

割の廃止により、それぞれ令和７年度当初比６５億円減、２１億円減となるものの、

地方消費税が１６９億円増、個人県民税が５９億円増など大きな伸びにより、全体と

しては、１４０億円増の１，７８０億円と見込んでいる。 

県税収入の確保に向け、適正かつ公平な賦課徴収に取り組む。 

【税目別の主な増減とその要因（現年分）】 

・軽油引取税（▲６５億円) ：暫定税率の廃止による減 

・自動車税環境性能割（▲２１億円）：環境性能割の廃止による減 

・地方消費税（＋１６９億円）：物価高騰による増 

・個人県民税（＋５９億円）：所得の伸び等による増 

 

ふるさと納税制度は、寄附という形で生まれ育ったふるさとや応援したい地域等に

貢献できる制度であり、本県にとって貴重な財源となっている。 

寄附いただいた方々に対するフォローアップに取り組み、本県への継続的な支援に

つなげるとともに、ふるさと納税の取組みを通じ、熊本や県産品の魅力を全国に発信

することで新たな寄附者の獲得を図り、県産品の知名度向上や購入拡大、体験型返礼

品を活用した熊本への人の流れの増加・促進を目指す。 

 

1,195,592 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224,126 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 企 画 課 ）                                                               （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

 

１ 知事会等活動費 

 

 

２ ＳＤＧｓ推進事業 

 

 

 

３ 企業版ふるさと納

税マッチング促進事

業 

 

４新 熊本県誕生１５０

年記念事業 

 

 

 

全国知事会、九州地方知事会、九州地域戦略会議等を通じ、広域的な諸課題につい

て協議・推進を図るとともに、国への施策提言等を行う。 

 

地方創生に繋がるＳＤＧｓを推進するため、県の登録制度の運用を行うとともに、

取組みの更なる深化と質の向上を目指し、くまもとＳＤＧｓアワードやセミナー等を

実施する。 

 

企業版ふるさと納税制度を活用した更なる歳入確保を図るため、寄附獲得に向けた

県外企業への働きかけを行う。 

 

 

 熊本県誕生１５０年を機に、本県の魅力再発見等の推進のため、特設ＷＥＢサイト

の制作や記念パネル展を行う。 

 

 

 

 

12,546 

 

 

18,849 

 

 

 

4,200 

 

 

 

3,500 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 地域振興課 ）                                                               （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

 

１ 地域未来創造会議 

 

 

 

２ くまもと未来づく

りスタートアップ事

業 

 

３ 移住定住の促進 

 

 

 

４ 水俣・芦北地域の

振興 

 

 

 

 

 

 

市町村との連携を強化し、地域ごとの個性ある地域振興を推進するため「地域未

来創造会議」を開催し、議論された事項について、その課題整理や将来の発展に向

けた新たな取組み等の検討を支援する。 

 

地域団体や市町村等による地域活性化や豪雨災害からの復旧・復興の取組みへの支

援、地域未来創造会議の議論等を踏まえた市町村の取組みへの支援により、地域振興

を推進する。 

 

地方移住への関心の高まりを的確に捉え、地域課題解決と地域活性化を図るた

め、デジタル技術を活用した情報発信や地域の実情に応じた市町村の取組み支援、

関係人口の拡大等により、本県への移住定住を促進する。 

 

（１）「環境首都」水俣・芦北地域創造事業 

 水俣・芦北地域の振興のため、「環境負荷を少なくしつつ、経済発展する新しい

形の地域づくり」に向けた市町の取組みの支援等を行う。 

（２）水俣・芦北地域環境フィールドミュージアムプロジェクト 

水俣・芦北地域を「環境をテーマとしたミュージアム」として位置づけ、交流人

口の拡大等を目指すとともに、「水俣病を教訓に環境先進地として発展する地域」

という、これまで築いてきた地域イメージを発信し、波及・定着を図る。 

 

7,632 

 

 

238,768 

 

 

 

238,476 

 

 

 

46,247 

 

 

43,169 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 地域振興課 ）                                                               （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

 

５ 御所浦・湯島地域の

活性化推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）御所浦地域活性化推進事業 

御所浦地域において、天草市と連携し、宿泊型マラソン大会等の観光の目玉づく

りや空き家を活用した移住促進の取組みの支援等を行う。 

（２）湯島活性化推進事業 

  湯島において、上天草市と連携し、峯公園の環境整備や商店・飲食店の改修等に

よる生活基盤整備等の支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

16,659 

 

 

 1,682 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 阿蘇草原再生・世界遺産推進課 ）                                              （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

 

１ 阿蘇の草原再生 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 世界文化遺産登録

推進事業 

 

 

 

 

（１）阿蘇草原再生事業 

阿蘇の草原の維持・再生を進めるための基礎調査を実施するほか、野焼きについ

て、後継者の育成や、放棄地及び継続が困難な牧野における再開・継続支援を行 

う。 

  

（２）持続可能な草原維持システム構築推進事業  

  阿蘇の草原を将来世代へ継承するため、民間企業との連携による野焼きの担い 

手や資金の確保を進める。 

 

 「阿蘇」の世界文化遺産登録に向けた取組みや県内の世界文化遺産である「万田 

坑」「三角西港」及び「天草の﨑津集落」の適切な資産の保全と活用の推進を図る。 

 

 

 

 

 

17,323 

 

 

 

 

 

 

 

 

115,016 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 交通政策課 ）                                                               （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

 

１ 地域交通企画調整

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 肥薩おれんじ鉄道

関連事業 

 

 

３ ＪＲ肥薩線災害復

旧支援事業 

 

地域の公共交通ネットワークを維持・確保し、県民の日常生活を支えるため、熊本県地域

公共交通計画で定める具体の施策・事業を推進し、鉄道、路線バス、コミュニティ交通、離

島航路等について、国・沿線市町村等と連携して地域の実情に応じた取組みを進める。また、

公共交通の利用促進や時差出勤等の通勤行動変容の取組み等により、渋滞解消を推進する。 

【主な取組み】 

(1)新 地域公共交通計画推進事業                          265,443 

(2)地方バス運行支援                                   170,902 

(3)鉄道軌道輸送支援                                             37,359 

(4)空港ライナー運行支援                                                 39,458 

(5)離島航路振興                                    130,450 

(6)渋滞解消推進                                                        17,283 

 

肥薩おれんじ鉄道を安全かつ安定的に運行させるため、鉄道基盤の整備・維持に係る費

用について、沿線市町や鹿児島県と連携して支援する。また、肥薩おれんじ鉄道沿線活性

化協議会を中心に利用促進に取り組む。 

 

災害で甚大な被害を受けたＪＲ肥薩線の災害復旧に係る費用を支援する。 

 

  989,251

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  452,413

  

 

 

    83,334
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 交通政策課 ）                                                               （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

 

４ 阿蘇くまもと空港

関連事業 

 

 

 

 

 

 

５ 地域航空推進事業 

  

 

 

 

 

 

 熊本地震からの創造的復興が進む阿蘇くまもと空港の機能を高め、拠点性及び利便

性向上を図るため、国内線・国際線の新規路線の誘致活動や既存路線の維持、また利

用促進等に取り組む。 

【主な取組み】 

(1)阿蘇くまもと空港国際線振興対策                   400,296 

(2)阿蘇くまもと空港国内線対策                                     6,449 

(3)阿蘇くまもと空港維持管理                                   13,320 

 

 天草エアラインの安全かつ安定的な運航が維持されるよう、機材整備に係る費用を

地元市町と連携して支援するとともに、天草空港利用促進協議会を中心に利用促進に

取り組む。 

 

 

 

 

 

   438,461

  

 

 

 

 

 

  

   458,004
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 空港アクセス鉄道整備推進課 ）                                                     （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

 

１ 阿蘇くまもと空港

アクセス鉄道整備事

業 

 

 

 

 

阿蘇くまもと空港へのアクセス改善を図るため、空港アクセス鉄道の事業許可に向

け必要な調査・設計や事業主体となる第三セクターの設立等に取り組む。 

 

 

 

 

 

449,969 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 統計調査課 ）                                                                （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

予 算 額 

 

備  考 

 

 

１ 委託統計調査の実 

 施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 県単独調査等の実

施 

  

 

国からの委託（法定受託事務）を受けて、５年に１度の周期調査である経済セン

サス－活動調査をはじめ、毎年度実施する経常調査に取り組む（全額国庫負担）。 

（１）周期調査(５年に１度実施) 

① 新 令和８年経済センサス－活動調査  

すべての事業所・企業を対象に、経済の構造を全国及び地域別に明らかにす 

ることを目的とした調査。 

② 新 令和８年社会生活基本調査 

国民の生活時間の配分及び自由時間における主な活動について調査し、国民 

の社会生活の実態を明らかにすることにより各種行政施策の基礎資料を得るこ 

とを目的とした調査。 

（２）経常調査（毎年度実施） 

労働力調査、家計調査、小売物価統計調査、学校基本調査、学校保健統計調 

査、毎月勤労統計調査 

 

県民経済計算、推計人口調査等加工統計の作成や統計資料の刊行、ホームページ

等での情報提供を行うとともに、令和７年（2025年）熊本県産業連関表の作成に必

要な商品流通調査を行う。 

 

 

243,324 

(全額国庫) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,243 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ デジタル戦略推進課 ）                                                           （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

予 算 額 

 

備  考 

 

 

１ 電子自治体推進事

業 

 

２ 行政デジタル化推

進事業 

 

３ くまもとＤＸグラン

ドデザイン推進事業 

  

４ データ連携基盤構

築等推進事業 

 

５新 くまもとＤＸ人材

育成推進事業 

  

 

 

県及び市町村のデジタル化を推進するため、電子申請受付システム等の情報シス

テムについて、県と市町村による共同運用・管理等を行う。 

 

市町村のＤＸ推進のため、市町村へのデジタル専門人材の派遣、首長対象のセミ

ナー、市町村職員対象の研修等を行う。 

 

県内のＤＸ推進のため、くまもとＤＸ推進コンソーシアムの運営やセミナー、会

員交流会の開催等を行う。 

 

官民のデータを連携し、新たなサービスや事業の創出につなげるため、データ連

携基盤の運用やデータ活用事例の創出等を行う。 

 

ＤＸの推進を担う人材を育成するため、社会人や大学生を対象としたＤＸ実践研

修を行う。 

 

 

 

 

 

173,634 

 

 

28,357 

 

 

29,396 

 

 

32,823 

 

 

21,336 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ デジタル県庁推進課 ）                                                           （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

予 算 額 

 

備  考 

 

 

１ 庁内情報基盤管理

運営事業 

  

２ ＩＣＴを活用した

働き方改革等推進事

業 

 

 

３ 熊本県総合行政ネ

ットワーク管理運営

事業 

  

 

４新 庁内ＢＰＲ推進事

 業 

  

 

 

職員用パソコンの調達・保守や、職員が利用するメールシステム等の基盤的な情

報システムの運用管理等を行う。 

 

 オンライン会議やテレワークのシステムなどのＩＣＴツールを活用し、働きやす

い職場環境づくりに向けた取組みを継続して進める。 

 ＩＣＴツールの効果的な活用策を具体的に示すなどにより業務の効率化やペーパ

ーレスの更なる推進を図る。 

 

県庁と各広域本部・地域振興局等を高速回線で接続する熊本県総合行政ネットワ

ークの監視・保守等を行い、ネットワークの安定運用を図る。 

業務効率化や働き方改革の更なる推進のため、職員用パソコンから場所を問わず

全庁ネットワークに安全にアクセスできる環境を構築する。 

 

少子高齢化、人口減少等により労働力人口が不足する中、高度化・多様化する行政需要

に対して限りある人材で安定した県民サービスを提供するため、本格的な業務プロセスの

見直しを行い、業務改革を実施する。 

 

 

 

 439,779 

 

 

97,298 

 

 

 

 

   1,007,561 

 

 

 

 

13,350 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 球磨川流域復興局付 ）                                                           （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

 

１ 令和２年７月豪雨 

災害からの復旧・復 

興の推進 

  

 

 

 

 

 

２ 球磨川流域復興基

金交付金 

  

 

３ 五木村・相良村の振

 興 

 

 

 

令和２年７月豪雨災害からの復旧・復興に向けた取組みを推進する。 

【主な取組み】 

(1)復旧・復興プランの推進と進捗管理 

(2)流水型ダムを含む緑の流域治水の推進 

(3)被災地域のまちづくりと集落再生支援 

(4)球磨川リバーミュージアム構想の推進  

(5)球磨川流域の経済活性化・雇用機会創出の取組み支援 等 

 

 

 球磨川流域復興基金等を活用して、被災者の生活支援、地域コミュニティ施設等の

復旧等、市町村の取組みを支援する。 

 

 

 五木村振興推進条例に基づき、国・県・村の三者で村の新たな振興に向けた取組み

の迅速かつ着実な推進を図る。また、相良村について、村の振興に向けた県の取組み

の推進を図る。 

 

 

 

116,945 

 

 

 

 

 

 

 

 

882,250 

 

 

 

1,008,942 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 会計課 ）                                                                 （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

 

１ 会計事務の適正な 

執行の確保 

 

 

２ 総合財務会計シス 

テムの管理 

 

 

３ 新総合財務会計シ 

ステムの構築 

 

 

４ 県公金の確実な保 

管及び運用 

 

 

関係法令に則った会計事務の適正な執行を図るため、会計関係書類の確認・審査や 

関係職員を対象とした研修及び各所属に対する会計事務検査等を行う。 

 

 

財務会計事務処理の効率化を図るため、総合財務会計システムの安定的な運用及び 

維持管理を行う。 

 

 

行政手続におけるペーパーレス、キャッシュレス等を推進するための新総合財務会 

計システムの構築を行う。 

 

 

地方自治法等関係法令の規定に基づき、最も確実かつ有利な方法による県公金の保 

管及び運用を行う。 

 

 

32,076 

 

 

 

169,046 

 

 

 

637,504 

 

 

 

29,649 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 管理調達課 ）                                                               （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

 

１ 適正な入札契約事

務及び物品の集中調

達等の推進 

 

 

２ 電子入札システム

管理運営事業 

 

３ 公契約条例推進事

 業 

 

 各所属の適正な入札契約事務（物品・業務委託）の執行を支援するため、競争入札

参加資格の審査や条件整備等の総合調整を行う。また、物品調達事務の効率化を図る

ための集中調達や物品の適正な管理・出納を図るための職員研修や会計事務検査等を

行う。 

 

 電子入札システムの運営・維持管理及び物品・業務委託に係る入札・開札業務を一

元的に行う。 

 

 「持続可能な社会の実現に寄与する熊本県公契約条例」（令和５年４月１日施行）

の基本理念を踏まえて策定した取組方針に基づき、持続可能な社会の実現に寄与する

取組を推進する。 

 

26,134 

 

 

 

 

  17,785 

 

 

    607 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 人事委員会事務局 ）                                                           （単位：千円） 

項    目 説               明 予 算 額 備  考 

１ 採用試験事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県職員採用試験（大学卒業程度（春期ＳＰＩ方式・民間企業等経験者対象を含む）、

免許資格職、高等学校卒業程度）、警察官採用試験及び障がい者対象職員採用選考試

験を実施する。 

 

＜令和８年度熊本県職員採用試験等＞ 

 （試験種類） 
職  種 

採用予定人員 
(R7合格者数) 

 
（試験種類） 
職  種 

採用予定人員 
(R7合格者数) 

県
  
職 
 
員 

(大学卒業程度（春期SPI方式）） 
行政、警察行政、総合土木、建
築（知事・警察）、電気、化学、
農学、林学、畜産、水産 

96人程度 
（41人） 県 

 
職 
 
員 

(高等学校卒業程度） 
行政、警察行政、教育行政、
一般土木、農業土木、電気、
農業、林業 

60人程度 
（80人） 

(大学卒業程度） 
行政、警察行政、教育行政、心
理判定員、総合土木、建築、電
気（知事・警察）、化学、農学、
林学、畜産、水産 

175人程度 
（126人） 

(障がい者対象職員採用選考） 
行政、警察行政、教育行政 

7人程度 
（6人） 

(免許資格職（前期）） 
社会福祉、管理栄養士、保健師 

11人程度 
（12人） 

警 
 
察 
 
官 

(警察官Ａ（春期SPI方式））
※大学卒業者 
男性、女性 

13人程度 

(免許資格職（後期）） 
保育士、臨床検査技師、看護師 

4人程度 
（7人） 

(警察官Ａ）※大学卒業者 
男性、女性 

45人程度 
（57人） 

(民間企業等経験者対象（上
期）) 
行政、教育行政、総合土木、
電気、農学、林学 

42人程度 
（34人） 

(警察官Ｂ）※大学卒業者以外 
男性、女性 

63人程度 

（65人） 

(民間企業等経験者対象（下
期）) 
行政、教育行政、総合土木、
農学、林学 

18人程度 
（10人） 

   

 

 44,788 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 人事委員会事務局 ）                                                            （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

２ 「県庁のしごと」魅力

発信事業 

 

 

３  公平審査事務 

 

 

 

 

 

 

４  給与制度等調査研究

事務 

 

激しい人材獲得競争が続く中、県職員として働く魅力を発信するため、熊本県職員・警

察官採用ガイダンスや県庁トークカフェ、WEB業務説明会等といった事業の実施や各種説

明会への参加、職員採用ホームページ、SNS等での情報発信等、多様な活動を展開する。 

 

職員の経済的利益や身分上の利益を保護し、人事行政の適正な運営を図るため、職員

からの給与・勤務時間その他の勤務条件に関する措置要求について審査及び判定を行う

とともに、懲戒処分等の不利益処分に関する審査請求について審査及び裁決を行う。ま

た、措置要求や審査請求に至らない苦情等について職員からの相談を受ける。 

併せて、これらの公平審査事務を県内６１地方公共団体（３７市町村、１９一部事

務組合及び５広域連合）から受託し実施する。 

 

給与、勤務時間その他の勤務条件について調査研究等を行うとともに、民間給与実

態調査を実施し、それらの結果を踏まえ、議会及び知事に対して職員の給与等に関す

る報告及び勧告を行う。 

《民間給与実態調査と人事委員会勧告等》 

人事院及び全国６９の人事委員会が共同で実施。全国約１０,０００事業所（うち

熊本県内約１６０事業所）の給与支給状況を調査。この結果等を踏まえ、職員の給与

等に関する報告及び勧告を実施。 

    5,688 

 

 

 

 2,651 

 

 

 

 

 

 

1,080 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 監査委員事務局 ）                                                               （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

１ 定期監査等の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 決算審査等の実施 

 

地方自治法に基づき、県の各機関における財務、経営及び行政事務の執行について

監査を実施するほか、県が補助金等の財政的援助を行っている団体、出資を行ってい

る団体等について監査を実施する。 

（１）定期監査                           ２６２機関 

   知事部局、警察本部、教育委員会等（４月～１月）       

   企業局、病院局（６月～７月） 

（２）財政援助団体等監査                     ３０団体程度 

   補助金等交付団体、出資団体等（９月～２月） 

 

 決算審査及び基金運用審査、現金出納に関する例月検査、地方公共団体の財政の健

全化に関する法律に基づく健全化判断比率等の審査、及び事務の的確・適正な執行の

確保に関する評価報告書に係る審査を行う。 

（１）決算審査及び基金運用審査（６月～８月） 

①一般会計等（一般会計、特別会計、基金） 

   ②公営企業会計（電気事業会計、工業用水道事業会計、有料駐車場事業会計、

病院事業会計、下水道事業会計） 

（２）例月出納検査（毎月）  

    ①一般会計等 ②公営企業会計 

（３）健全化判断比率等の審査（６月～８月） 

（４）事務の的確・適正な執行の確保に関する評価報告書審査（６月～８月） 

 13,773 
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令和８年度主要事業及び新規事業 

 （ 議会事務局 ）                                                               （単位：千円） 

 

項    目 

 

 

説               明 

 

 

予 算 額 

 

 

備  考 

 

  

１ 議会費 

 

 

 

 

  

円滑な議会運営を図るため、本会議・委員会等の各種事務を行うとともに、議員の

調査研究その他の活動に資するため必要となる政務活動費の交付等の事務を行う。 

 また、議会棟の適切な維持管理及び長寿命化を図るための改修工事を行う。 

 

 

 

 

 

 

1,403,831 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


